1 やってみたい事業の内容が決まったら・・・

2 要綱をご参照のうえ、事前協議書を提出してください。


3 審査会を開催し、事業をまちづくり創造事業として
採択し助成するかどうかの決定をします。

（審査会は、基本的に毎年4月、10月に開催）

　　　　　　　　　　　　採択　　　　　　　　　不採択

4 事業採択の内示を通知します。


5 助成金交付申請書を提出してください。


6 交付決定通知書を送付します。


7 事業を実施する前までに着手届を提出してください。


8 事業を実施してください。


9 事業を完了したら完了届と実績報告書を提出してください。

※助成金の請求手続きについては、別途ご連絡します。
※チャート中の下線は様式です。提出の際は、必要事項をご記入ください。





事業実施の流れ





再チャレンジ


（事業を練り直す）








